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岩手労働局ホームページより、ページ下部または右側の
『お知らせ・ご案内』から『盛岡監督署からのお知らせ
ページ』を表示し、『各種パンフレット、リーフレット』
ページへ

「第14次労働災害防止計画」は、2023年（令和5年）度から2027年（令和９年）度までの５年間を期間
として、「各事業場において取り組むべき安全衛生対策（アウトプット指標）」を定め、その取組の結果とし
ての「労働災害減少目標（アウトカム指標）」を達成することを目指すものです。

盛岡労働基準監督署では、管内のアウトプット指標達成状況の確認のため、毎年度、取組状況の点検表（点
検フォーム）への回答をお願いしております。

事業者の皆様におかれましては、下記の要領で点検フォームからご回答いただくとともに、各重点事項につ
いての取組をお願いします。

『取組状況点検フォーム』へのアクセス ▶ ▼

第14次労働災害防止計画の取組状況を点検しましょう！ （14次防は4年目に入ります）

新年あけましておめでとうございます 盛岡労働基準監督署職員一同

あけましておめでとうございます。職員一同、本年もよろしくお願い申し上げます。
この年末年始は、曜日の並びで9連休となった方も多いことかと思います。令和８年が始まりました。皆様方に

とって、この1年が健やかで、飛躍の年になりますよう心よりご祈念申し上げます。
さて、当署管内の労働災害発生状況は対前年比でみますと減少傾向となっており、当署の重点課題である転倒

災害も対前年比で減少しております。これも皆様方の災害防止に向けたご努力の結果とあらためて感謝を申し上
げます。当署では、本年も転倒災害防止対策の徹底を中心として、「労働災害の減少、死亡災害ゼロ」を目標に、
種々の対策を展開してまいります。
また、労働時間の短縮をはじめとする働き方改革に関しまして、労働時間相談・支援班を中心に丁寧な相談・

支援を継続するほか、過重労働による健康障害防止及び適正な労働条件の履行確保対策について、適切に行政運
営を行ってまいります。
本年も、何卒、皆様方のご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

直接アクセスする場合
（スマートフォンは
こちらから）

盛岡監督署 パンフレット

検索

「ちゃんとチェック 最低賃金」 岩手県最低賃金 時間額 1 , 0 3 1 円

岩手県最低賃金は令和7年12月1日から、時間額1,031円に改正されました。最低賃金は年齢やパート・学生

など働き方の違いにかかわらず、働く全ての人に適用されます。日給の方や月給の方が最低賃金額以上の支払と

なっているかの確認も忘れずに。

なお、最低賃金を引き上げる

中小企業・小規模事業者に向けた

「業務改善助成金」をはじめと

する各種支援策もご活用ください。

最低賃金額との比較方法
▶日給の方 1日平均 岩手県
日給 所定労働時間 時間額 最低賃金

（ 円）÷（ 時間）＝（ 円）≧ 1,031円

▶月給の方 1か月平均 岩手県
月給※ 所定労働時間 時間額 最低賃金

（ 円）÷（ 時間）＝（ 円）≧ 1,031円

※算入しない手当等 時間外・休日・深夜割増手当、精皆勤手当
通勤手当、家族手当、臨時に支払われる手当
1か月を超える期間ごとに支払われる手当

検索

業務改善助成金

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/moriokakantokusyo/kakushupamphlet_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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労働安全衛生法の改正により、令和8年4月1日より、職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な

措置を講じることが事業者の努力義務となります。国ではその措置の適切な実施を図るための指針を定めることと

しており、事業者の方は今後発表される指針に基づいた取組を行っていただく必要があります。

現在は診断技術や治療方法の進歩などにより、労働者ががんなどの病気になったからといってすぐに離職しなけ

ればならないという状況が当てはまらなくなってきています。事業主と主治医が必要な情報を共有し、業務によっ

て疾病が悪化することがないよう、就業上の措置や治療に対する配慮を行うことにより治療と仕事の両立を図るこ

とができます。治療と仕事の両立が当たり前の社会に向け、事業主の皆様も職場環境を整備していきましょう。

「労働基準法の基礎知識」 基本的なルールを確認しましょう！

病気を理由に仕事をあきらめないで！ 治療と仕事の両立支援

労働基準法は、正社員、アルバイトなどの名称を問わず
全ての労働者に適用されるルールです。パンフレット
を参考に、基本的な労働条件が守られていることを確認
しましょう。

・労働条件の明示➡ 労働条件通知書を交付しましょう
・賃金➡ 通貨、直接、全額、毎月1回以上、一定期日
・労働時間・休日➡ 1日8時間、週40時間

1週間に1日又は4週間を通じ4日
・休憩➡ 労働時間6Ｈ超えは45分、8Ｈ超えは1時間
・割増賃金➡ 時間外労働25％（60H超過で50％）

休日労働35％、深夜労働(22時～5時）25％
・年次有給休暇➡ 10日以上の付与者には5日取得義務
・解雇・退職➡ 30日以上前の予告又は解雇予告手当
・就業規則➡ 常時10名以上使用の場合は届出義務
・健康診断➡ 採用時と毎年1回の定期健診

詳しくはこちらを
ご覧ください ▶

両立支援ハンドブック

治療 両立ナビ

検索

労働基準法の基礎知識

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/download/
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html
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